
解体工事等における工事成績評定要領の運用 

 

（総則） 

第１ この運用は、由利本荘市工事成績評定要領（以下「評定要領」という。）におい

て、解体工事等考査項目の無い工事の成績を適切に評定するため、必要な事項を定めるも

のである。 

 

（対象工事） 

第２ 次の工事を本運用の対象とする。 

１）解体工事（建築工事） 

２）解体工事（土木工事） 

３）河川工事（州ざらい工事） 

 

（評定方法） 

第３ 対象工事の評定は、評定要領に基づき行うものとするが、『３．出来形及び出来ば

え』については、運用別紙１～３により評定を行うものとする。 

 

（システムの入力） 

第４ 工事成績評定システムの入力については当面の間類似の工種を選択し、出来形及び

出来映えについてのみエクセルにて評定を行い、評定点の調整を行うものとする。 

 

（考査項目運用表の保存） 

第５ 各対象工事の評定に使用した考査項目運用表（別紙１～３）は契約検査課で保存す

るものとする。 

 

（その他） 

第６ この運用に定めのないものについては、評定要領に基づくものとする。 

 

附則 

令和３年４月１日以降に入札公告又は指名通知した工事に適用する。 


